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検
察
庁
に
よ
る
刑
事
事
件
に
係
る
情
報
の
リ
ー
ク
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
二
一
一
号
）
で
は
、
「
御
指
摘
の
『
検
察
庁
か
ら
の
各
報
道
機
関
に
対
す
る
情
報

の
リ
ー
ク
』
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
方
の
言
う
「
検
察
庁

か
ら
の
各
報
道
機
関
に
対
す
る
情
報
の
リ
ー
ク
」
と
は
、
あ
る
刑
事
事
件
に
関
し
、
容
疑
者
と
な
っ
て
い
る
者
の
供
述
の
内

容
、
今
後
新
た
に
容
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
人
物
等
、
検
察
庁
に
よ
る
捜
査
の
進
捗
状
況
等
の
情
報
を
、
検

察
庁
が
新
聞
社
等
の
各
報
道
機
関
（
以
下
、
「
マ
ス
コ
ミ
」
と
い
う
。
）
に
流
す
こ
と
で
あ
る
。
右
を
検
察
庁
に
よ
る
情
報
の

リ
ー
ク
（
以
下
、
「
リ
ー
ク
」
と
い
う
。
）
と
定
義
し
、
再
質
問
す
る
。

一

一
般
に
、
あ
る
刑
事
事
件
に
関
す
る
情
報
は
、
取
り
調
べ
を
行
う
検
察
庁
の
み
し
か
知
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
検
察
側

か
ら
の
情
報
の
提
供
な
く
し
て
、
「
マ
ス
コ
ミ
」
は
じ
め
検
察
側
以
外
の
者
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
が
、
検
察
庁
の
見
解
如
何
。

二

本
年
三
月
三
日
、
民
主
党
小
沢
一
郎
代
表
が
政
治
資
金
規
正
法
に
違
反
す
る
形
で
西
松
建
設
よ
り
献
金
を
受
け
て
い
た
と

し
て
、
小
沢
代
表
の
資
金
管
理
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
る
公
設
第
一
秘
書
が
逮
捕
さ
れ
た
。
右
の
事
件
（
以
下
、
「
西
松

事
件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
月
十
二
日
、
か
つ
て
小
沢
氏
の
秘
書
と
し
て
経
理
を
担
当
し
て
い
た
石
川
知
裕
衆
議
院

一



議
員
が
参
考
人
と
し
て
東
京
地
方
検
察
庁
よ
り
聴
取
を
受
け
て
い
る
が
、
石
川
氏
が
参
考
人
と
し
て
事
情
聴
取
を
受
け
る
日

の
以
前
か
ら
、
同
氏
が
聴
取
を
受
け
る
旨
の
報
道
が
「
マ
ス
コ
ミ
」
よ
り
な
さ
れ
て
い
た
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
は
、

東
京
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
は
じ
め
検
察
庁
側
か
ら
の
「
リ
ー
ク
」
に
よ
る
も
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁

書
」
で
は
「
検
察
当
局
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
捜
査
上
の
秘
密
の
保
持
に
つ
い
て
格
別
の
配
慮
を
払
っ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
捜
査
情
報
を
外
部
に
漏
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
検
察

庁
に
お
い
て
、
「
リ
ー
ク
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
法
令
上
の
取
り
決
め
は
あ
る
か
。

三

「
西
松
事
件
」
に
関
し
、
石
川
氏
に
対
し
て
聴
取
の
要
請
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
三
月
十
二
日
以
前
に
既
に
「
マ
ス

コ
ミ
」
に
よ
り
報
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
石
川
氏
が
東
京
地
検
特
捜
部
か
ら
聴
取
の
要
請
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
事
前
に
「
マ

ス
コ
ミ
」
に
よ
り
報
じ
ら
れ
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
右
は
「
リ
ー
ク
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

四

「
西
松
事
件
」
に
関
し
て
は
、
石
川
氏
の
参
考
人
招
致
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
逮
捕
さ
れ
た
公
設
第
一
秘
書
が
供
述

し
た
内
容
等
が
日
々
「
マ
ス
コ
ミ
」
に
よ
り
報
じ
ら
れ
て
い
た
。
「
西
松
事
件
」
に
関
し
、
検
察
庁
は
一
切
「
リ
ー
ク
」
を

行
っ
て
い
な
い
か
。
確
認
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


